
○大阪大学協働研究所規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第３６条第２項の規定に基づき、大

阪大学（以下「本学」という。）における協働研究所の設置及び運営に関し必要な事項

を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 協働研究所は、本学の複数部局と多面的な産学協働活動を推進しようとする外部

の企業等（以下「外部機関」という。）とともに本学における研究成果の産業界への活

用促進、研究の高度化及び高度人材育成の充実を図ることを目的とする。 

（定義） 

第３条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１） 部局 各学部、各研究科、各附置研究所、各附属病院、各学内共同教育研究施

設、各全国共同利用施設その他これらに相当する組織をいう。 

（２） 部局長 前号に規定する部局の長をいう。 

（３） 設置部局 協働研究所を設置する部局をいう。 

（４） 連携部局 協働研究所の活動を設置部局と連携して行う部局をいう。 

（名称） 

第４条 協働研究所の名称には、当該協働研究所における研究の内容を示す名称、外部機

関が明らかとなる名称又はその両方を付すものとする。 

（存続期間） 

第５条 協働研究所の存続期間は、原則として３年以上１０年以下とする。ただし、協働

研究所の存続期間を延長することは、妨げない。 

（協働研究所の構成等） 

第６条 協働研究所は、次の各号に掲げる者を少なくとも各１名含む教職員で構成するも

のとする。 

（１） 設置部局の専任教員 

（２） 外部機関から特任教員として雇用した者又は招へい教員として受け入れた者 

（３） 連携部局の教員 

２ 前項に掲げる者のほか、協働研究所に兼任教員、特任研究員、招へい研究員その他教

職員を置くことができる。 



３ 第１項第２号の招へい教員は、国立大学法人大阪大学招へい教員等の受入れに関する

規程第１１条第１項に定めるところにより、招へい教授又は招へい准教授と称せしめる

ことができる。 

（設置の申込み及び協議） 

第７条 共創を担当する理事は、外部機関から協働研究所の設置に係る申込みがあり、こ

の申込みが本学の教育研究の進展及び充実に有益であると認めた場合は、その設置につ

いて、当該申込みに係る本学側の研究代表者が所属する部局の部局長に協議を依頼する

ものとする。 

２ 部局長は、前項の協議依頼があった場合は、教授会又はそれに代わる機関の議を経

て、その設置について総長に協議するものとする。 

３ 前項に定める協議を行う場合には、当該協働研究所で実施する共同研究の受入れにつ

いては、大阪大学産学官連携問題委員会等規程に定める審議を経るものとする。 

４ 第１項の申込み及び第２項の協議を行うために必要な書類は、別に定める。 

（設置の決定） 

第８条 総長は、前条第２項の協議があった場合は、教育研究評議会の議を経て当該協働

研究所の設置の可否を決定するものとする。 

２ 総長は、前項の規定により協働研究所の設置の可否を決定した場合は、当該部局長に

その結果を通知するものとする。 

（契約の締結） 

第９条 総長は、協働研究所の設置を決定した場合は、別に定める契約書により外部機関

を相手方として契約を締結する。 

（変更を加える場合の手続） 

第１０条 協働研究所の内容に重大な変更を加える場合の手続は、設置の例による。 

（所長） 

第１１条 協働研究所に所長を置き、設置部局の教員のうちから部局長が指名する者をも

って充てる。 

２ 所長は、協働研究所の管理運営を行う。 

３ 所長の任期は、３年とする。ただし、再任を妨げない。 

（副所長） 

第１２条 協働研究所に副所長を置き、設置部局の教員のうちから部局長が指名する者又

は当該外部機関から招へい教員として受け入れた者をもって充てる。ただし、所長が、



当該設置部局の専任教員でない場合は、設置部局の専任教員のうちから部局長が指名す

る者をもって充てるものとする。 

２ 副所長の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

（連携協議会） 

第１３条 協働研究所に、協働研究所の教育研究活動の全学的な連携に関して協議するた

め、連携協議会を置く。 

（構成員等） 

第１４条 連携協議会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

（１） 所長 

（２） 副所長 

（３） その他連携協議会が必要と認めた者 

２ 連携協議会に議長を置き、所長をもって充てる。 

３ 議長は、連携協議会を主宰する。 

４ 議長に支障のあるときは、副所長がその職務を代行する。 

５ その他連携協議会に関し必要な事項は、設置部局において別に定める。 

（外部機関の自主的な研究） 

第１５条 外部機関は、協働研究所において自主的な研究を行うことができる。ただし、

当該研究の内容が第２条の目的の達成に資するものでなければならない。 

（他の研究機関との共同研究等） 

第１６条 本学と外部機関は、その合意により、外部機関以外の研究機関（以下「第三

者」という。）と協働研究所における研究に関連した共同研究を行い、又は第三者への

委託研究を行うことができる。 

（共同研究等の取扱い） 

第１７条 この規程に定めるもののほか、協働研究所で実施する共同研究の取扱いについ

ては、国立大学法人大阪大学共同研究規程（以下「共同研究規程」という。）の当該規

定を適用する。 

２ 前項の場合において、第７条第４項中「研究料は、企業等共同研究員１人当たり月額

３６,６００円とし、共同研究期間の合計額を第９条の期日までに支払わなければならな

い。」とあるのは「研究料は、企業等共同研究員１人当たり月額３６,６００円とし、共

同研究期間の合計額を第９条の期日までに支払わなければならない。ただし、研究料

は、協議により免除することができる。」と、第８条第１項中「共同研究遂行のために



必要となる謝金、旅費、消耗品費、光熱水料、研究支援者等人件費、設備購入費等の直

接的な経費（以下「直接経費」という。）」とあるのは「共同研究遂行のために必要と

なる謝金、旅費、消耗品費、光熱水料、研究支援者等人件費、設備購入費、教職員人件

費、協働研究所等の設置及び運営に必要な経費等の直接的な経費（以下「直接経費」と

いう。）」と、同条第５項中「産学官連携推進活動経費の額は、直接経費の３０％以上

とする。」とあるのは「産学官連携推進活動経費の額は、直接経費の３０％以上とす

る。ただし、これと異なる額とする必要がある場合には、部局長は、総長と協議の上、

産学官連携推進活動経費の金額を定めることができる。」と読み替えるものとする。 

３ 協働研究所で実施する共同研究でない研究活動に係る知的財産権等の取扱いについて

は、共同研究規程第１５条から第１９条までの規定を準用する。 

（細則等への委任） 

第１８条 この規程に定めるもののほか、協働研究所の運営について必要な事項は部局長

が定め、総長に届け出るものとする。 

附 則 

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２３年１０月１日から施行する。 

附 則（抄） 

（施行期日） 

１ この改正は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２５年１月１日から施行し、平成２５年４月１日以後に協働研究所で 

実施する共同研究について適用する。 

附 則（抄） 

（施行期日） 

１ この改正は、平成２６年４月１日から施行する。 

（研究料に関する経過措置） 

２ 改正後の第１７条第２項の規定にかかわらず、平成２５年９月３０日以前に締結した

契約に係る研究料については、なお従前の例による。 

附 則（抄） 

（施行期日） 



１ この改正は、平成２７年８月３１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２９年４月６日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

附 則 

この改正は、令和元年８月２６日から施行する。 

附 則（抄） 

（施行期日） 

１ この改正は、令和元年１０月１日から施行する。 

（研究料に関する経過措置） 

２ 改正後の規定にかかわらず、令和元年９月３０日以前に締結した契約に係る研究料に

ついては、なお従前の例による。 

   附 則（抄） 

（施行期日） 

１ この改正は、令和元年１１月２０日から施行する。 

   附 則 

  この改正は、令和３年２月１日から施行し、令和３年４月１日以後に設置又は更新す

る協働研究所について適用する。ただし、令和３年３月３１日までの間に令和３年４月

１日以後の設置又は更新の申込みを行った協働研究所に係る産学官連携推進活動経費の

額については、改正後の規定にかかわらず、当該協働研究所の設置又は更新の日から３

年間（存続期間が３年未満の場合は当該期間）に限り、なお従前の例によることができ

る。 


